
⾼齢化・過疎化の進⾏等により、「事務を担ってくれる⼈がいない」、「中⼭間直払の事務作業
が難しい」という協定の⽅々への⽀援として、『事務⽀援システム』の提供を始めました︕ 

中山間地域直接支払交付金に取り組まれる皆さまへ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

てごする 

〇 申請書から報告書まで⼀括管理 
年度管理ができ、必要な事項は次年度へ反映。 

事務を次世代へ引き継いでいくのに便利 
 

〇 サポート体制も充実 
     島根県土地改良事業団体連合会が、市町村単位でシステムの操作説明会（７～８月頃）、

システムを使っての報告書等作成相談会（10～12 月頃）等を実施し、対面や電話で事務

(インストール含む)をサポートしていきます。 

なお、制度の運用等については、今までどおり市町村へご相談ください。 
 

○ データの⼀元管理ができ、市町村や県での集計作業に役⽴ちます。 
     市町村や県との間でデータでのやり取りができるため、提出する報告書類の確認などがス

ムーズにできます。 

    市町村側では、市町村版システムとの連携で、集計作業が省力化できます。 

事務支援システムの特徴 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 協定の活動 

活動の記録、領収書など

をシステムに入力 

 

島根県土地改良事業団体連合会の事務支援（随時：対面や電話で事務作業をサポート） 

○事務支援システム 

  

 

 

 

 

 

 

【Ｒ５年７月～８月頃】 

協定向けシステム操作説明会 

(市町村単位) 

【Ｒ５年 10 月～12 月頃】 

協定向けシステムを使っての

報告書等作成相談会 

(市町村単位) 

○事務委託 

手書きの活動の記録、領収書などをま

とめて、活動日誌や報告書等をそれぞ

れに作成…

今までは… 

活動日誌や報告書等を

自動で作成！ 

システムを導入すると… 

収支報告書・実績報告書・ 

金銭出納簿等作成の補助 
納品された報告書

等を（協定の皆さま

で確認後）提出 

作成した報告書等を納品 

Ｒ6 年 1 月、Ｒ6 年 4 月 

作業のメモ・領収書等 

を提供



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

○ 計画書（協定書）の登録 
     協定の計画書（協定書）の情報を入力できます。 

    【作成できる帳票 ： 計画書（協定書）、事業計画認定申請書、変更認定申請関係書類 など】 

 
○ 活動⽇誌の登録 
     協定で行った活動を登録できます。 

    活動の写真も登録しておくことができます。システムで紐づ 

けておくため管理が容易です。 

 

    【作成できる帳票 ： 活動日誌、活動日誌（内訳書）、活動 

写真台帳 など】 

 
 
 
○ ⾦銭出納簿の登録 
     活動で使ったお金や個人配分など、交付金の収入と支出 

を登録できます。 

    【作成できる帳票 ： 金銭出納簿 など】 

 

 

 

    参考）支出の区分 

 
 

○ 収⽀報告書類の作成 
     １年間（１月１日～１２月３１日）の収支報告書類を作成することができます。 

    【作成できる帳票 ： 収支報告書、協定参加者別細目表、執行状況調書、金銭出納簿（年） など】 
 

○ 実績報告書類の作成 
     活動年度（４月１日～３月３１日）の実績報告書類を作成することができます。 

    【作成できる帳票 ： 収支・実績決算書、積立金及び繰越金管理一覧表、要件確認表、加算活動

報告書、金銭出納簿（年度）、活動日誌 など】 

 
 
※作成される帳票はすべて、島根県統⼀様式です。 
 これまで市町村ごとに作成されている様式とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 

システムの機能 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ パソコン︓Microsoft Windows10 または 11 搭載 
※Microsoft のサポートが終了している OS の場合、システムでの動作を保証できかねます。 

OS は Windows10 以上を推奨しています。 
【確認⽅法】 画⾯左下のスタートボタンをクリック 

↓ 
⻭⾞マークをクリック 

↓ 
Windows の設定画⾯で「システム」をクリック 

               ↓ 
画⾯の⼀番下にある「詳細情報」または「バージョン情報」をクリック 

 
○ 必要ソフト︓Microsoft Office Excel および Word 

※Microsoft のサポートが終了している Office ソフトの場合、システムでの動作を保証できか 
ねます。Office2016 以上を推奨しています。 

【確認⽅法】 画⾯左下のスタートボタンをクリック 
↓ 

ABC 順にアプリの⼀覧が表⽰されますので、 
Excel と Word があるかどうかを確認してください。 

○ そのほか詳細なお問い合わせは、下記の連絡先にお願いします。 

システム動作環境 

ここに記載され

ています。 

実装ＲＡＭが４ＧＢ以上

を推奨しています。 

○ 島根県（農林⽔産部 農⼭漁村振興課）
TEL︓0852-22-5119 

○ 島根県⼟地改良事業団体連合会 
（⽔⼟⾥ネット島根 ⽔⼟⾥推進グループ） 

TEL︓0852-32-4141 

連絡先 

年間使用料 ５，５００円（税込） 
 

※システムの更新時アップデートや、利⽤⽅法の問い
合わせ費⽤を含みます。 
※システム費や、システム使⽤に必要なパソコン購⼊
費は、交付⾦（その他費）で⽀出できます︕ 

導入経費 


